
               スポーツジム利用規程の雛形(例） 
 
（目的） 
第 1条 この規程は、役員・社員スポーツジム利用について福利厚生の一環として健康増 
    進や維持を主たる目的とする。 
第 2条 利用可能なスポーツジムは以下の施設とする。 
              （スポーツジムの範囲） 
施設の名称 所在地 
ワイルドビートボクシングスポーツジム 大阪府豊中市曽根西町３－３－１ 
ＯＯＯＯＯスポーツジム ＯＯＯＯ 
 
（対象者） 
第 3条 利用者の範囲は役員・社員のうち、ワイルドビートボクシングスポーツジムの利 
    用希望者とする。 
 
（費用） 
第 4条 ＯＯＯＯスポーツジムは法人会員利用者は登録人数分までとする。法人会員社員  
    価格の登録料・事務手数料と月会費は個人負担とする。 
    例（登録料・事務手数料 3,300 円月会費 1,100 円）いずれも税込み 
     ＊但し、上記個人負担を当社で負担することもあり得る 
（申請） 
第 5条 施設利用を希望するものは、ワイルドビートボクシングスポーツジム法人社員用 
    入会用紙に必要事項を記入してジムに提出する 
    （用紙はジムより FAX等で当社に送付される） 
 
（期間） 
第 6条 施設利用の期間は、当該スポーツクラブとの解約までとする。 
 
付則 
この規程は、〇〇年〇月〇日から実施する。 
 


